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天
皇
陛
下
は
１
日
午
前
、皇
居
・
宮
殿「
松
の
間
」
で
、

即
位
後
初
め
て
の
儀
式
と
な
る
国
事
行
為
の
「
剣け

ん

璽じ

等
承

継
の
儀
」
に
臨
ま
れ
た
。
陛
下
は
、
皇
位
の
し
る
し
と
さ

れ
る
「
三
種
の
神
器
」
の
う
ち
剣
と
璽じ

（
勾ま

が

玉た
ま

）
を
、
国

の
印
章
の
「
国こ

く

璽じ

」
と
天
皇
の
印
の
「
御ぎ

ょ

璽じ

」
と
と
も
に

継
承
。
剣
璽
に
つ
い
て
、
政
府
は
皇
室
経
済
法
の
「
皇
位

と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
」と
の
見
解
を
示
し
、

宗
教
性
を
否
定
し
て
い
る
。

現
行
憲
法
や
皇
室
典
範
に
は

即
位
に
伴
う
儀
式
の
詳
細
な
規

定
は
な
く
、
政
府
は
い
ず
れ
の

儀
式
も
平
成
へ
の
代
替
わ
り
の

例
を
踏
襲
し
た
。

安
倍
晋
三
首
相
ら
三
権
の
長

や
閣
僚
、
皇
位
継
承
順
１
位
の

皇こ
う

嗣し

と
な
っ
た
秋
篠
宮
さ
ま
ら

が
参
列
し
た
。

侍
従
が
剣
と
勾
玉
、
国
璽
、

御
璽
を
持
ち
、
陛
下
の
前
の
机

に
安
置
。陛
下
が
、剣
と
勾
玉
、

国
璽
、
御
璽
を
再
び
携
え
た
侍

従
と
共
に
退
出
さ
れ
、
儀
式
は

終
了
。

皇
族
の
参
列
は
、
皇
位
継
承

資
格
を
有
す
る
男
性
皇
族
に
限

定
さ
れ
た
。
未
成
年
皇
族
は
儀

式
全
般
に
出
席
し
な
い
と
の
慣

例
で
秋
篠
宮
家
の
長
男
悠
仁
さ

ま
は
出
席
さ
れ
ず
、
退
位
し
た

上
皇
さ
ま
も
加
わ
ら
な
か
っ

た
。松

の
間
で
は
そ
の
後
、
国
事

行
為
の
「
即
位
後
朝

ち
ょ
う

見け
ん

の
儀
」

が
行
わ
れ
、
陛
下
は
皇
后
さ
ま

と
共
に
出
席
。
三
権
の
長
や
閣

僚
ら
国
民
の
代
表
を
前
に
、
天

皇
と
し
て
最
初
の
お
言
葉
を
述

べ
、
国
民
に
即
位
を
宣
言
さ
れ

る
。
成
年
の
女
性
皇
族
も
参
列

さ
れ
る
。

皇居で神器を継承

剣
璽
等
承
継
の
儀

に
臨
ま
れ
る
天
皇
陛
下

１
日
午
前

時

分

宮
殿
・
松
の
間

代
表
撮
影

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂
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